
出産後手続きチェックリスト出産後手続きチェックリスト
赤ちゃんが生まれたら、必要な手続きも短い期間にたくさんあります。
忘れないようにチェックしておきましょう。

手続きの一部を載せています。詳細等、それぞれの条
件によって異なる場合もありますので、必要に応じて
市役所へ直接ご確認ください。

手
続
き
内
容

期
限

我
が
家
の
目
安

必
要
な
も
の

□出生届
　・市民課
　・各支所
　・各総合支所市民福祉課

□出生届書（※１）
□母子健康手帳
□届出人（保護者）
　の印鑑

□児童手当
　・子育て支援課
　・各支所
　・各総合支所市民福祉課
　　  （申請が遅れると、受給できない月が発生する　
　　  ことがありますのでご注意ください）

月　日まで 月　日まで

生まれた日を含め14日以内 生まれた日の翌日から15日以内

※公務員の方は基本的には勤務先から支給さ
　れるため、必要書類は勤務先に確認するよ
　うになります。

□印鑑（認印で可）
□請求者の健康保険証
□請求者名義の通帳または
　キャッシュカード
□請求者・配偶者の個人番号
　（通知）カード
□請求者の顔写真つきの
　身分証明書

石巻市役所
0225-95-1111

（※１）病院の先生から出生証明書をもらい、書
　　　  類の左側の出生届出書に「お子さんの名
　　　  前」「住所など」を記入したもの。

□子ども医療費助成
　・保険年金課
　・各支所
　・各総合支所市民福祉課

□国民年金保険料
　・産前産後機関免除
　　　（国民年金第1号被保険者）
　・保険年金課
　・各支所
　・各総合支所市民福祉課
　・年金事務所

□出生連絡票
　・健康推進課
　・各支所
　・各総合支所市民福祉課

□印鑑（認印で可）
□年金手帳など基礎
　年金番号がわかる
　もの
□出産前に手続きす
　る場合は母子健康
　手帳など出産予定
　日がわかるもの

※出産後に手続きする場合は
　出産日を確認できる書類は
　必要ありませんが、被保険
　者と子が別世帯の場合は出
　生証明書など出産日及び親
　子関係を明らかにする書類
　が必要です。

出生後、保険証を受け取ったら
早めに手続き

赤ちゃんの出生日

　　　年　　月　　日

※早めに健康保険証の
　加入も行いましょう。

□印鑑（認印で可）
□住民税（非）課税証
　明書等：本年1月2日
　以降
　 （1 ～９月に申請する場合は
　 前年 1 月 2 日以降）に他の
　 市町村から石巻市に転入して
    きた方のみ（コピー可）

□お子様の健康保険証

□母子健康手帳別冊
　に入っているハガキ
　※もう既に提出されてい
　　る場合はお持ちいただ
　　かなくても結構です

出産予定日の6か月前から
届け出ができます。



パパのバースプラン
バースプランとはどんな出産にしたいか計画するもの。お産は計画通りに行
くものではありませんが、パパもお産の流れを知り、一緒に考えることで、
出産や子育てに一緒に向かうきっかけになります。パパ目線のバースプラン
を考えてみよう。

パパの育休(有休)は・・
陣痛が来たら・・

赤ちゃんが生まれたら・・

赤ちゃんを迎える
部屋づくり・・

里帰りはする?しない?・・

上の子たちの

お世話・・
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子の名前
妊娠期間 分娩日時 出生時
妊娠

　    週
　    日

　　　    年
　   月  　日
　　 ：

体重
　　　g
身長
　　cm

こんにちは
赤ちゃん
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(1) 

(2) 
       

(3) 

(4) 
  

パパの井戸端会議
先輩 A 
        B : 

        C : 

        D : 

ミルク

おむつ
交換

気ぃ張んねでさっ、やってみっぺ

気ぃ張んねでさっ、やってみっぺ

基本の抱き方　
赤ちゃん本来の抱きつく力を育てる素手抱っこ 

丸く抱く(首座り~)

おんぶで子育てしよう!
(首座り~)

抱っことおんぶ
気ぃ張んねでさっ、やってみっぺ
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 ＳＯＳ

母乳・ミルク母乳・ミルク

先輩ママに聞き
ました。

アレルギーアレルギー

その他その他

産後ママの

25

ママのSOS編　夜泣き



ママが嬉しいことば・嬉しかったこと

パパが嬉しいことば・嬉しかったこと

生きる 育つ 守られる 参加する生きる
権利

育つ
権利

守られる
権利

参加する
権利

赤ちゃんは権利の主体
産まれたばかりの赤ちゃんは「守らなく
てはいけない存在」であるだけでなく「一
緒に今を生きる仲間」。そして、赤ちゃん
は自ら育つ力を持ってんだっちゃ。泣き
声もそのひとつなんだよね。生きるため
にたくさんのメッセージ（意見）を発信
してんだっちゃね。気持ちをくみ取りな
がら声に耳を傾けて、赤ちゃんの力を感
じながらサポートすっと、赤ちゃんと大
人のいい関係が作られていぐんださね。

赤ちゃんの性格や育ちはそれぞれだっちゃ
ね。ぐずぐず機嫌が悪かったり、泣きや
まないことや思うように寝てくれなくて
困るときもあるさ。つい手や大声が出て
しまいそうになっけども、しつけのため
の体罰は赤ちゃんの人権侵害だけでなく、
法律で禁じられてんのさ。赤ちゃんの権
利を守るために子育て中の親への支援は
社会全体でやることだから、心配があっ
たら気軽に相談場所に連絡していいん
だっちゃね。

愛の鞭（むち）ゼロ作戦！

● 石巻市総合相談センター　       /  0225-23-6614（直通）8:30~17:00 まで
● 児童相談所虐待対応ダイヤル　 /  189

子どもの権利条約をしってるかい？

1989年に国連で定められた子どもの権利を守る世界の約束！

それを基に、2009 年に「子どもにとっての１番いいこと」をおとなも

子どもも一緒に考えていこうって「石巻市子どもの権利に関する条例」

が作られたんだっちゃ！石巻は子どもを思うステキなまちなのさ。

石巻市子どもセンター「らいつ」に行ってみっちゃ。

「らいつ」は、子どもの権利を柱に子ども参加で運営される０～ 18 歳の

子どもが「遊び」を通して育つ児童館。「子どもの権利」を聞くと難しそ

うだげっども、特別なものではなぐて「子どものやってみたい」や「チャ

レンジしたい」を見守ることなど、全部当たり前のことなんだっちゃね。

一人ひとりを大切に、みんなが折り合いながら生きることを子どもと一緒

に「遊び」を通して「らいつ」で感じてみっちゃ！

いしのまきは赤ちゃんが
まんなか

いしのまきは赤ちゃんが
まんなか

27



28

してあげるって！？ 〇〇でいいよ！？
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それ以外、思いつかないの！？ そういうことじゃない！！


